


［一般質問］地球温暖化対策の取組みについて

Q. 地球温暖化と異常気象について

12月定例会では一般質問に登壇させていただきました。今回の質問のテーマは地球温暖化対策の取
組み、中でも、温室効果ガス削減のための取組みについてです。昨年12月12日、パリで開催されてい
た国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）は、2020年からの実施を目指す地球温暖化
対策の新たな枠組みである「パリ協定」を採択しました。

パリ協定のポイントは
①世界の二酸化炭素排出量の約40％を占める中国とアメリカを含む全加盟国が参加したこと
②産業革命前からの気温上昇を2度未満とする目標を掲げたこと
③今世紀後半に世界の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすることを目指すこと等となっていま
す。日本も2030年の温室効果ガス排出量を2013年比で26％削減するという目標を掲げ、本年3月
までにその計画を策定することとしています。
12月定例会でも、小川知事はこれらのことを念頭にいれた上で本県においても平成28年度中に
（新）「地球温暖化対策推進計画」を策定するということを明言されています。
近年、大雨や集中豪雨、強い台風や干ばつ、熱波など、世界中で地球温暖化が要因と見られる異常気
象が発生し、生命や財産を脅かす大きな被害をもたらしていますが、温室効果ガスを減らすことがで
きるのは私たち人間だけです。未来の地球や子ども達に過度の負担を残さないためにも、今を生きる
私達一人ひとりが出来ることを、出来る範囲で努力を続けていくことが何よりも大切であると考え
ます。

気候変動に関する政府
間パネル」の第５次評価報告
書では、「今後、世界平均気温
が上昇するにつれて、極端な
高温がもっと増えることはほ
ぼ確実であり、熱帯や中緯度
地域で大雨の頻度が増す可能
性が非常に高い」と指摘して
います。
近年、異常気象が世界中で発
生し、強い台風や集中豪雨、
干ばつや熱波などにより甚大
な被害をもたらしていること
は憂慮すべき事態であると考
えており、地球温暖化対策
は、地球全体が持続可能な発
展をしていくために、極めて
重要な課題であると認識して
います。

A.

Q. 本県の地球温暖化対策推進計画の達成状況について
現行の「地球温暖化対策推進計画」では、平成22

年度における県内の温室効果ガス排出量を基準年度
である平成2年度比で6％削減することを目指してお
りました。
基準年度である平成２年度の温室効果ガス排出量
6,122万トンに対して目標年度である平成22年度は
5,981万トンと2.3%減少しておりますが、平成24年
度には6,419万トンと、4.9%増加しています。排出
量の削減が見込み通り達成できなかった主な要因は、
世帯数の増加により電気使用量が増えていることに
加え、原子力発電所の稼働停止及び代替となっている
火力発電の発電量の増加によるものと考えています。

A.

Q. （新） 地球温暖化対策推進計画について
平成27年度末までに策定が予定されている国の地球温暖化対策計画を踏まえ、平成28年度中に

策定する予定です。本計画では、本県における温室効果ガス排出量の将来推計、県民や事業者の皆様が
取り組む温室効果ガス削減に向けた具体的な対策と、その削減目標などを盛り込む考えです。
また、地球温暖化による社会、経済への被害を最小化ある
いは回避するための適応策についても、新たな計画に盛り
込んでまいります。

A.

福岡県議会ホームページ　http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/
携帯向けサイト　　　　　http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/m/

詳しい質問の内容は福岡県議会ホームページをご覧下さい。

福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略策定
福岡県人口ビジョン、ならびに地方創生総合戦略が12月定例会に上程され審議可決されました。少子
化・高齢化、人口減少などの現代が抱える諸課題に取り組むため、本県における人口の現状と将来展望
を示した独自の人口ビジョンを策定し、この人口ビジョンを踏まえた上で、地方創生に向けた基本目
標とその取組方向、それらを実現するための施策をまとめた総合戦略が策定されました。
今後、戦略に掲げた施策の効果を定期的に検証し、不断の見直しを行うことにより、戦略に掲げた目標
が達成できるよう全力で取り組んでいくことになります。また、市町村の人口ビジョン・総合戦略策定
の指針とするため、県内15圏域ごとに人口・産業等の現状分析に基づく施策の方向性も提示しています。

福岡県の温室効果ガス総排出量（単位：万トン -CO2）
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（1）将来人口を展望するにあたっての前提条件
　①自然増減は、県民の希望する出生率（1.8）が実現する。
　　ケース1　2025年に出生率1.8、2035年に2.07が実現（国の1.17億人に相当）
　　ケース2　2030年に出生率1.8、2040年に2.07が実現（国の1.15億人に相当）
　　ケース3　2040年に出生率1.8が実現（国の1.07億人に相当）
　②社会増減は、大都市圏への転出超過が年4千人抑制される。

（2）福岡県人口の将来展望（県民の希望の子ども数や域内への就職が拡大した場合の人口推計）
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資料：IEA 「CO2 Emissions from Fuel Combustion2014」より作成
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電源種別の発電電力量と二酸化炭素排出量の推移（一般電気事業者10社計）

注 : 他社受電分を含む。
資料:【電源種別発電電力量】：資源エネルギー庁「電源開発の概要」、電気事業連合会「2013年度の電源別発電電力量構成比」、「電気事業における環境行動計画」より作成

【二酸化炭素排出量】：電気事業連合会「電気事業における地球温暖化対策の取り組」、「電気事業における環境行動計画」より作成
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資料：平成26年版環境白書　福岡県

従来の広域行政圏要綱の廃止を契機に、
地域振興に活用するためのものとして、
平成 21 年度に県独自の圏域を設定。
通勤・通学等の人口動態、地理的状況、
歴史的経緯等を総合的に勘案の上、
生活圏域としての実態を踏まえたもの
とした。
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